
➢ 「奈良モデル」の一つの到達点として、国保県単位化の枠組みを 
  整備（本年4月よりスタート、平成36年度完成）。  

 県は、今後、県民の負担と受益を総合的にマネジメント 

➢ 県民負担の上昇を抑制するため、公費を有効に活用。 
  抑制的な医療費目標を設定し、県が医療費適正化を主導する 
 体制を整備。地域別診療報酬の積極活用を検討。 

➢ 平成36年度に保険料水準を統一。 
  一般会計からの法定外繰入は平成30年度に解消。 
 ⇒県民の負担（保険料負担）と受益（医療費）の関係を「見える化」。 
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➢ 保険制度においては、マクロとして負担（保険料負担）と受益（医療費） 

  の均衡による健全運営が重要。 

 保険料水準統一の意義 

➢ その完成形が県内保険料水準の統一。その過程で法定外繰入等を 
  解消し、マクロで県民の負担（保険料負担）と受益（医療費）を均衡させ、 
 「見える化」。 

➢ しかし、単位が小さいと人工透析等の高額医療費の発生などで急 
  激に保険料が上昇 
 ⇒ 市町村単位の医療費水準と保険料水準の関係を遮断し、県単位 
    でリスクを吸収する必要 



法定外繰入れ等の解消
分を含めた激変緩和措
置を市町村ごとに実施
（国の公費を有効活用） 

各市町村が、県と協議
のうえ保険料改定の
方針を策定（実際の保
険料水準ベースで合
意形成） 

①医療費水準による影 
  響あり（医療費の地域差は 
  主として供給側の要因） 

②医療費以外の要因と 
  して法定外繰入による 
   軽減等（負担と受益の関係 
   が不明確） 

①県内統一により市町 
 村の医療費水準の地 
 域差から遮断 
②法定外繰入等の廃止 
 により県全体として負 
 担と受益の関係を「見 
 える化」 

県民負担抑制の仕組み 
・公費の有効活用 
・抑制的な医療費目標 
・県による医療費適正化 
 の主体性発揮（体制整 
 備等） 
・地域別診療報酬の積 
 極活用 
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保険料水準統一の進め方（引き上げ市町村のイメージ） 

激変緩和措置期間 



奈良県国保の保険給付費等 

納付金 国費・県費 
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実際に保険料で集める額 法定外 
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第1段階 
医療費水準の市町村間の地域差によって、市町村からの納付金の算定
に差異が出ないようにする 

奈良県、滋賀県、 
大阪府、広島県 

  奈良県の保険料水準統一の取組の特徴（他の都道府県との違い） 

第２段階（本県独自の取組） 
医療費に対応する平成36年度の統一保険料水準を定め、法定外繰入等
によって保険料水準に影響が出ないようにする（市町村と実際の保険料
水準ベースで合意形成） 



◆高齢者の医療の確保に関する法律（高確法） 

（診療報酬の特例） 

第一四条 厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価（＝各都道府県における医療費適正化計画の実績評価）の

結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号に掲げる目標（＝医療の効率的な提

供の推進に関し達成すべき目標）を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都

道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公

平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報

酬と異なる定めをすることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。 

地域別診療報酬の活用 

 国保の保険料水準の前提となる抑制的な医療費目標を医療費適正化計画上設定
し、医療費がそれより増嵩した場合、更なる保険料の引上げを求めるかどうかを県民
の受益と負担の結節点として県が決定できるよう、保険料を引き上げない場合には
高確法第14条の地域別の診療報酬の特例を活用すること（診療報酬１点の単価10
円の見直し）を検討。 

    その積極活用・早期活用に向け、地方分権改革に関する提案を行う 



奈良県における医療・介護分野の組織改正 
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健康福祉部 
   所管：地域福祉、障害福祉、高齢福祉、   
       地域包括ケア、国民健康保険、 
       健康づくり 

 
  こども・女性局 
   所管：児童福祉、子育て支援、女性政策 

医療政策部 
   所管：地域医療、医師・看護師確保、 
       医大・県立病院、保健予防、 
       薬務 
 

福祉医療部 
   所管：地域福祉、障害福祉、高齢福祉、 
       福祉人材確保 

 
  医療・介護保険局 
   所管：国民健康保険、医療費適正化、 
        介護保険、地域包括ケア 

 
  医療政策局 
   所管：地域医療、医師・看護師確保、 
       医大・県立病院、保健・健康づくり、 
       疾病対策、薬務 

 
  こども・女性局 
   所管：児童福祉、子育て支援、 
                女性政策 


